
 

令和７年度 

経済企業委員会 視察報告書 
 

 

 

■視察日程 

  令和７年５月１２日（月）～１３日（火） 

 

 

■視察先 

  令和７年５月１２日 午後 兵庫県姫路市 

 

  令和７年５月１３日 午前 兵庫県赤穂市 

 

 

■視察参加者 

【委員会】委 員 長       古 嶋 津 義 

     副委員長       木 村 博 幸 

委  員       上 村 哲 三 

委  員       金 子 昌 平 

委  員       谷 口   徹 

委  員       中 山 諭扶哉 

委  員       村 川 清 則 

 

【随 行】議会事務局      小 谷   匠 



■視察先及び目的 

 １ 兵庫県姫路市 

  『外国クルーズ船寄港に伴うインバウンド対策について』 

    姫路市では、クルーズ船の寄港誘致を進めており、毎年外国クルーズ船の受入れ

を行っている。 

昨今、全世界で猛威をふるった新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、国

際クルーズ船の運航は停止していたが、令和５年３月から本格的に運航が再開され、

インバウンド需要が回復するなかで、受入環境の整備やインバウンド対策の重要性

が増している。  

姫路市における外国クルーズ船寄港時のおもてなしの対応及び街中への回遊性

を高めることによる地域経済の活性化へつなげる取組を参考にするとともに、今後

の委員会活動に生かすことを目的とする。 

 

２ 兵庫県赤穂市 

  『貴市における各種農林水産業施策等について』 

    昨今、物価高・燃料費の高騰による生産コストの増加、中山間地等での有害鳥獣

による被害、また、農業従事者の高齢化による後継者不足、耕作放棄地の増加など、 

   農林水産業の抱える問題は多岐にわたる。そのような中、解決策としてＩｏＴやＡ

Ｉ技術を活用したスマート農業、農作物のブランド化など各自治体において、様々

な取組が実施されている。 

    赤穂市において、地産地消推進事業や赤穂ブランド推進事業等を実施されている

ことから、赤穂市の取組を参考にするとともに、今後の委員会活動に生かすことを

目的とする。 

 

 



兵庫県姫路市 
                                         

 

１ 視察日時  令和７年５月１２日（月） １３：３０～１５：００ 

 

２ 調査事項  『外国クルーズ船寄港に伴うインバウンド対策について』 

 
３ 調査内容（説明内容） 

  ※別添資料のとおり 

 

４ 主な質疑応答 

Ｑ１ 寄港時のおもてなしの中でお見送り時にゆるキャラの活用や太鼓演奏をされて

いるが、ゆるキャラは姫路市のゆるキャラなのか。また、太鼓演奏はどこの団体

に依頼しているのか。 

Ａ１ 姫路市のイメージキャラクターのしろまるひめと兵庫県のマスコットキャラク

ターのはばタンを活用している。市内に太鼓演奏をしている団体が複数あるので、

順番に依頼して対応いただいている。 

 Ｑ２ 寄港時の小学生によるマーチングバンドは平日も対応されているのか。 

 Ａ２ 小学生のマーチングバンドの対応は令和元年度が最後だったが、その際は休日で

あった。直近では、３月にクルーズ船が寄港した際、市内の高校のマーチングバ

ンドが春休み期間であったため、演奏をしてもらった実績がある。 

Ｑ３ おもてなしに関する依頼はどこが担当しているのか。 

Ａ３ 県・市の役割分担がされており、おもてなしに関することは市が対応している。 

Ｑ４ クルーズ船客からの評価・アンケート等を取っているのか伺う。 

Ａ４ 現状では乗客からの評価は聞けていない。船社からツアーバス、シャトルバスが

どこに行ったのかは報告があるが、そのうち、どこが良かったなどの具体的な評

価は聞けていない。今年度、ニーズ調査等を行い、観光地の提案等をさらに行っ

ていく予定である。 

Ｑ５ 寄港時の甲冑着付け体験は、どこの団体に依頼しているのか。 

Ａ５ 普段、姫路城で活動されている団体に、クルーズ船寄港時に姫路港で着付け体験

の対応を依頼している。 

Ｑ６ インバウンド対策として市民と一体となり、対応していることはあるのか。 

Ａ６ 姫路城のほうで、英語の観光ガイドのボランティアは十分対応できる人数は確保

している。昨年度、市内の英語科のある高校に依頼して、英語の授業の一環とし

てクルーズ船寄港時に対応してもらっている。 

 



Ｑ７ クルーズ船寄港時等におけるタクシー不足はあるのか。 

Ａ７ 当初はタクシーの待ち時間が長時間になることもあった。令和５年度末にタクシ

ー協会に協力依頼し、事前にクルーズ船情報や寄港時の混雑情報等を伝えたとこ

ろ、協会から会員に連絡してもらえる体制となっている。また、中核市であるた

め、タクシーの台数は潤沢にあり、観光バス・シャトルバスも活用することで、

待ち時間も以前に比べて短くなっている。 

 

※別添資料 

 ・外国クルーズ船寄港に伴うインバウンド対策について 

 ・姫路観光ガイドブック 

  

【視察の様子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



兵庫県赤穂市 

                                         

 

１ 視察日時  令和７年５月１３日（火） １０：００～１１：３０ 

 

２ 調査事項  『貴市における各種農林水産業施策等について』 

 
３ 調査内容（説明内容） 

  ※別添資料のとおり 

 

４ 主な質疑応答 

Ｑ１ 農業用ため池廃止事業のため池を廃止した理由を教えていただきたい。 

Ａ１ 農業従事者の減少・後継者不足により、各地域でため池の利用が減少したため、

廃止にしている。 

Ｑ２ 未整備農地集積奨励事業で、未整備農地を借り受け、規模拡大を図る担い手へ奨

励金を交付とあるが、担い手はどこまでが対象となるのか。 

Ａ２ 従来から赤穂市内で農業を営んでいる農家に限る。 

Ｑ３ 地産地消推進事業の米粉パン学校給食導入補助金について、製造されている会社

は地元にあるのか。また、給食として提供するまでのフローについて伺う。 

Ａ３ 赤穂市の場合、１つの給食センターで給食を作っている。米粉パンについては、

市内のパン屋に委託して作ってもらい、給食に提供している。米粉に関しては、

給食センターで用意して、パン屋に供給する仕組みとなる。 

Ｑ４ 有害鳥獣対策について、有害鳥獣の駆除方法は銃と箱わなの割合について伺う。 

Ａ４ 赤穂市の場合、３０名程度が有害鳥獣の捕獲をしているが、箱わなのみとなる。 

   数年前までは銃による捕獲も行われていたが、安全性の問題等もあり、現在は箱

わなのみで行われている。 

Ｑ５ 委託はどこに行っているのか。 

Ａ５ 兵庫県猟友会赤穂支部へ委託し、捕獲を行ってもらっている。 

Ｑ６ 捕獲した個体の処理方法について伺う。 

Ａ６ 猟友会の方で山に埋め戻しで対応していると聞き及んでいる。自家消費している 

方もいるかもしれないが、ジビエの活用等については特段聞いたことがない。 

Ｑ７ 赤穂ブランド推進事業の中に、坂越かきの地域団体商標登録経費補助とあるが、 

   こちらは地理的表示の登録がなされたものか。 

Ａ７ こちらは地理的表示ではなく、その前の地域団体商標登録となる。 

 

 



Ｑ８ 稲作体験農園設置事業補助金について詳しく説明を願う。 

Ａ８ 大きな事業ではないが、小学生を対象としている。学校の規模により対象学年

にばらつきがある。基本的は、小学生が稲作体験をすることで、農業に関心を

持ってもらいたい。実際の体験内容としては、機械を使わず、苗を植えてもら

い、収穫までの間の作業は農家の方に任せて、最後に収穫を行ってもらう。 

   収穫した米は、各学校でどのように使用するかは自由としており、地域のイベ

ントに活用する場合もあると聞き及んでいる。 

 

 ※別添資料 

  ・赤穂市における各種農林水産業施策等について 

  ・赤穂スイーツガイドブック 

 

【視察の様子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

〈〈 各委員所見 〉〉 
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          経済企業委員会 行政視察所見 

 

                           委員名【村川清則】 

 ◆視 察 日：令和７年 5月 12日（月） 

 ◆視 察 先：兵庫県姫路市 

 ◆調査項目：外国クルーズ船寄港に伴うインバウンド対策について 

 

姫路港へのクルーズ船寄港は令和６年度に 6 回、令和７年度は 8 回の予定であるとのこ
と。港へは明石海峡を往復するルートである。過去最大のクルーズ船はダイヤモンドプリン
セス（１１５，８７５総トン、全長２９０．２ｍ、定員数２、７０６名）であり、将来の増
加に向け、新たに旅客船ターミナルを令和１３～１４年度に整備予定とのことである。姫路
港の公共岸壁を使用する外航クルーズ客船を対象に入港料、岸壁使用料を減免するサービ
スなどを行っている。 

 寄港時のおもてなしについてであるが、欧米諸国からの客が多いので、クルーズ客に最も
人気のある姫路城のインバウンド対策として英語での対応を行っている。またお茶席体験
や、姫路城周辺で活動している団体による甲冑侍などによるお出迎えや甲冑着付け体験、忍
者手裏剣体験、さらには小学生によるマーチングバンドや複数の民間団体による和太鼓演
奏、消防署による歓迎放水、寄港に合わせた花火大会も開催しているそうである。 

 地元商店街との協力体制はまだ未整備であるとのことだが、兵庫県物産協会との連携に
より岸壁での地場産品の物産販売を実施したところ、7店で一日１４０万円の売り上げがあ
ったとのことである。 

 姫路港ポートセールス推進協議会を設立し、誘致・おもてなし等を県・市共同で実施して
いて負担金は県・市ともに１：１であるが、寄港数の増加、おもてなし経費の高騰により予
算も逼迫しており、その確保に苦慮しているとのことであった。今後も寄港数の増加が見込
まれることから、ターゲットを明確化し限られた予算で効果的な誘致活動の在り方を検討
したいとのことであったが、おもてなし費用に充てるために県に入港料の一部をいただけ
ないか相談しているそうである。 

 なお降船後の交通手段であるが、大型船ならタクシー待ち 30分程度とのことである。ス
マホ予約などのデジタル化はこれからの課題ということであった。 

 姫路市には姫路城という観光地があるのが何より大きな強みであるが、本市の場合その
代わりに八代妙見祭や全国花火競技大会などのイベントに合わせたことも一考の余地があ
るのではないか、また体験型や日奈久などの温泉をもっと活用したことも考えていかなけ
ればならないと思うところである。 

 八代港、いわゆるくまモンポートは今、全国的に注目の港であるといううれしい言葉も
いただいたところである。  



 

          経済企業委員会 行政視察所見 

 

                           委員名【村川清則】 

 ◆視 察 日：令和７年 5月 1３日（火） 

 ◆視 察 先：兵庫県赤穂市 

 ◆調査項目：貴市における各種農林水産業施策について 

 

 赤穂市の農業産出額は６１、５億であり本市の５分の１程度である。水田利用振興事業の
水田営農対策推進交付金として、従来の転作奨励型助成金から、地域の担い手への土地利用
集積奨励助成金として補助を行っている。併せて地産地消を推進するため、産地直売所を有
する集落に対し助成を行っている。人・農地問題対策支援事業では地域連携推進員活動支援
事業として、２７地区に地域計画変更等業務を行う地域連携推進員を配置し、支援を行って
いる。農村地域防災減災事業では農業用ため池廃止事業として、農業利用がなくなった３池
を廃止している。今後の予定としては４池を廃止することとしている。 

 市独自の補助事業として「地産地消推進事業」があり、月１回赤穂市産米を使用した米粉
パンを学校給食に導入する補助を行っていて好評とのことである。ちなみに米飯給食は実
施しているが、兵庫県を通じての米を使用しているとのことである。また小学校を対象にし
た「稲作体験農園設置事業補助金」や軽トラ朝市運営補助などがある。 

 市独自の補助事業としてもうひとつ「赤穂ブランド推進事業」があるが、市内で生産され
る個性・特徴のある農林水産物・加工品等の生産量や販路の拡大、商品の開発、経営の高度
化を目指す業者の取り組みを支援することでブランドの確立を図るものであり、オンライ
ン検索時に優先的に上位にランク付けされるための補助を実施しているが、効果も上がっ
ているようである。「坂越かき」の地域団体商標登録経費補助も行っているが、地理的表示
保護制度いわゆる GⅠ登録については勉強会も開催したりしたが難しいという判断だった
ようである。 

 有害鳥獣対策についてであるが、鹿・猪の被害が主だったもののようである。例年豆類や
水稲などの被害がみられるが、令和 5 年度はそれらへの被害の発生が少なかったため被害
面積、捕獲数ともに激減した結果となっている。箱ワナのみの助成でありジビエ利用はない
とのことで、山に埋め戻しを行っているとのことである。本市では鹿・猪に加え近年ではカ
モの被害が顕著になっていて、委員会でも鏡町のブロッコリー農家への管内視察も行った
ところであるが、赤穂市では対象の野菜がないためかカモの被害はないそうである。有害鳥
獣対策に対する補助は当然充実していかなければならないと考える。本市においては中山
間地における鹿・猪の被害はもちろんのこと、平野部でのカモの被害も定植した野菜の苗が
食害にあったり、出荷直前の野菜が糞害にあったりしたら、農家にとってそれこそ死活問題
である。国・県とも協議、要望しながら進めていかなければならないと考える。 


